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学術論文 『デザ イン理論』48/2006

生活者 のユニバーサルデザイ ンに対す る意識 の研究

久 保 雅 義
京都工芸繊維大学デザイン経営工学科
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はじめ に

UDの 認知 と使いやすさの向上

生活者 が求め るUD取 り組 み

UDの 研究 ・教育に求め られること

終わ りに

■ は じめ に

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン(以 下UDと 略 す)と は,universal=「 す べ て に通 じる,す べ て の

人 々の 」,design=「 設 計,計 画,デ ザ イ ン」,換 言 す れ ばDesignforall,「 す べ て の人 の

た め の ものづ く り」 と い う意 味 で あ る。1990年 頃,米 国 ノー ス カ ロ ライ ナ 大 学 ユ ニバ ー サ ル

デ ザ イ ンセ ン ター 所 長 で,建 築 家,工 業 デ ザ イ ナ ー の ロ ナ ル ド ・L・ メ イ ス氏iが 提 唱 し,全

世界に広がった。身体に障害があった彼は,障

害を取 り除く 「バ リアフリー」ではなく,出 来

るだけ多 くの人が利用可能なように製品や建物 ・

空間をデザインすることをUDと 称 し,「誰で

も公平に使える」「自由度が高い」「誰で も理解

できる」「必要な情報がわか りやすい」「安全」

「楽 に使える」「使いやすい大きさと広 さ」2の

7つ を,UDの7原 則を定めた。一方それより

も以前から,同 義語 として 「バ リアフリー3」

「ノーマライゼーショソ」などが存在 していた。

また,ヨ ーロッパではUDよ りも 「インクルー 図1UD推 進の3っ 方向
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シブデザイン5」ということばがよ く使用 されている。

今 日UDの 推進は,企 業を中心 とした 「ものづ くり」と行政機関が中心に取組む 「仕組みづ

くり」,学 校等教育機関やNPOが 取 り組んでいる 「人づ くり」があ り,そ れぞれの立場で

UDに 取 り組んでいる(図1参 照)。

特に昨今顕著な活動が見えるのは,企 業の製品開発や販売 における積極的なUD概 念の導入

であり,製 品や空間づくりにおいて顕著な成果を生むようになってきた。

また行政機関も,京 都市の 「みやこユニバーサルデザイン6」のように,法 律の整備や各種

の施策を整え始めている。

大学など教育機関は,UD研 究に加えて,UD専 門家の輩出や生活者へのUD意 識の敷衍や

UD啓 蒙教育活動を担当する役割を担 っているが,具 体的な成果があまり見えていないのが現

状であろう。

本研究は,UDの 推進に対する生活者の認識について調査研究を行い,今 後のUD推 進の一

助となるべ く意図したものである。

調査手法 としては,イ ンターネ ット調査にて全国の生活者のUDに 対する意識について調査

票を用い2005年10月 に実施 した。有効サンプル数は2577s,平 均年齢37.8歳,10歳 代,20歳 代,

30歳 代,40歳 代,50歳 代,60歳 代以上の6つ の年代 グループに調査を実施 した。解答者の男

女比は,男 性38.4%,女 性61.6%で あった。イ ンターネ ット調査については,モ ニター数の規

模,回 答者の実在の確認,市 場を反映させるためのサンプリング技術,適 切な依頼回数 コント

ロールや不良モニターの除外のノウハウやモニターの募集方法,適 切な管理方法,調 査課題の

解決に必要な対策の提供,二 重化などの安全策,リ サーチ経験豊富な専門スタッフの存在など

か ら判断 し,大 手プロバイザー系調査機関を用い実施した。サンプル数の偏 りも見受けられる

が,専 門調査機関の数々の実績と専門家の意見などから鑑み傾向としては概ね正 しいと判断 し

た。今後さらなる精査をはか りたい。

先行研究と してユニバーサルデザインフォーラム7(UDFと 略す)の 「暮 らしのデザイン

に関するアンケー ト」1,II,皿,IV8を 参照 し,一 部比較検討を加えた。UDF調 査研究 と

本研究の違いは,対 象地域が首都圏や京阪神に限定と全国を対象としている点と,有 効サンプ

ル数が580～681sと2577s,方 法 として郵送調査 とインターネットを使 った点である。

1.UDの 認知と使いづらさの改善

(1)UDの 認知は8割 超

本調査によると生活者の83.5%がUDを 認知 しているという結果が得 られた。図2の2004

年度,2002年 度,2001年 度の数字は,UDFの 皿～IV「 暮 らしの中のデザインに関するア ン
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ケ ー ト」 調 査 に よ る もの で,そ れ ぞ れ の調 査 有 効 数 は,2001年 度 は661s,2002年 度 は580s,

2004年 度 は582sで あ る。UDF調 査 で は,2001年 度 のUD認 知 が43.8%,2002年 度 が46.9%,

2004年 度 が60.3%,本 研 究2005年 度 のUD認 知 が83.5%と い う こ と で,特 に こ こ一 ～ 二 年 で

UDの 言 葉 の認 知 は飛 躍 的 に上 が った。 しか し,UDの 中 味 ま で知 って い る人 は41.6%,認 知

全 体 の約 半 分 で あ る。

② 使いづらさが格段に改善 した家電品や文具と今後への課題を残 した公共の乗 り物や建物

図3は,日 常生活における施設 ・設備,製 品などに対する使いづ らさを示 している。上が

1999年8月 のUDFの 調査(N681s)で,下 は2005年10月 の本研究(N2577s)の 結果である。

この2つ の調査を比較 してみると,使 いづらさはこの6年 間で飛躍的に改善されて来たといえ

團 意味も言葉も知っている ■ 意味のみ知っている 口意味も言葉も知らない

2005年

2004年

・… 年

2001年

)

図2UDの 認知度の推移

図3日 常生活の上で使いづらい製品や施設,設 備
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る。

詳細をみると,公 共の乗 り物や建物に対する使いづ らさは,1999年 度は非常に高 く,現 在

その課題は改善されつつあるがまだ高いといえる。 また,自 販機やATMな ども依然使いづら

さが高 い。公共の建物,乗 り物,自 販機などの使いづらさ解消への取 り組みが引き続き望まれ

る。

製品群で詳 しく見ると,以 前は非常に使いづらかった携帯電話やDVD・ ビデオ ・パソコン

といったIT家 電機器がずいぶん改善 してきている。また文具,日 用品全般の改善 も進んでき

・たといえる
。

また使いづらさが解消されつつあってもまだ不十分な ものは,携 帯電話,飲 食店,ト イ レ・

バス,掃 除機などが挙げられる。公共の建物や乗 り物は,以 前に比べると使いづ らさは半減 し

ているが,IT家 電機器のよう飛躍的な解消に比べるとまだ改良の予知 はあろうと考えられる。

UDの 本来出来るだけ多 くの人に使いやすいという目標から鑑みると,不 満度は少ないほど望

ましい。 しか しまった く不満をな くすことができないなら,少 な くても使いづ らさは10%以

下の数値 になるべきだろうと考えられる。

(3)使 いづらい具体的な事項

今回の調査票調査(N2577s)で 特に指摘があった具体的課題点をカテゴリー ごとに整理 し,

共通項の多い順か らまとめて記載 してみる。

・公共の建物や乗 り物

公共の乗 り物における課題(N876s)と して,電 車とホームのすきま,ベ ビーカーが利用 し

づらい,バ スのステップの高さがあげられる。 自動車(N162s)で は,乗 り降 りが しづ らい,

シー トが座 りづらい(座 面の高さな ど),死 角の問題があるとしている。

公共の建物(N635s)で は,エ レベータがない,階 段の多さ,案 内がわか りづ らいとされて

いる。宿泊施設(N234s)で は,段 差の多さ,出 入 り口や通路の狭 さ,非 常口がわかりづ らい。

遊戯施設(N264s)で は,階 段や段差の多さ,通 路や客席の狭,足 元の照度不足などが指摘さ

れている。飲食店(N379s)の 問題として,段 差の多さ,通 路や トイレの狭さ,イ スやテーブ

ルが小さいがあがっている。

銀行のATMや 自動販売機(N411s)で は,ボ タンや取 り出し口の位置,ATMの タッチパ

ネルの使いづ らさ,ATMの 使用時のセキュリティの問題が顕在化 した。 これらをまとめると,

① 建物は,階 段,段 差,隙 と通路の狭さが圧倒的に多く共通 した課題である。

② バスや電車 自動車は乗 り降りのしやす さや安全性があげられる。
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③ATMや 自販機は,他 の家電機器 と同様 に,操 作などの使いやすさに集約される。

である。

・住宅設備機器や家電製品

トイ レやお風呂(N289s)に おいては,段 差の問題,お 風呂の床での転倒の危険性,バ スタ

ブの高さがある。キ ッチン(N254s)の 問題として,キ ッチンの高さが不適当,換 気扇,ガ ス

コンロの掃除が大変,左 きき用に設計 されていないなどがある。家具 ・寝具ベッ ド(N98s)

では,ベ ッ ドが重 くて移動 させづらい,布 団を干すのが大変,保 管場所をとるとしている。

家庭内ファックス ・電話(N141s)は,機 能が複雑すぎてわか りづらい,文 字やボタンが小

さい,FAX用 紙の取 り付 けが面倒である。携帯電話(N352s)に おいては,機 能が複雑すぎ

てわか りづらい,文 字やボタンが小さい,メ ーカーによって,使 い方が違うなどがあげられて

いる。

テ レビ(N119s)は,リ モコンの使い勝手の悪さ,機 能が複雑すぎてわか りづらい,耳 が聞

こえづ らい人向けの音声対応が欲 しいな どである。DVDレ コーダー ・ビデオ レコーダー

(N197s)は,操 作が複雑すぎる,機 能が複雑すぎてわかりづらい,リ モコンの使い勝手の悪

い,な どである。パソコン(N260s)は,専 門用語が理解できない,ト ラブルへの対処が難 し

い,セ キュリティ対策への不安がある,な どである。

冷蔵庫(N145s)で は,奥 のモノが取 り出しづ らい,上 段の棚が使いづ らい,掃 除が大変,

となった。掃除機(N297s)は,コ ー ドが邪魔,重 い,小 回 りがきかない,と いうことがあげ

られ,洗 濯機(N161s)は,洗 濯物の出 し入れが しづ らい,洗 濯槽の掃除が出来ない,操 作方

法が煩雑,で ある。

エアコンや暖房器具(N191s)は,フ ィルターの掃除が大変,温 度調節が上手 くいかない,

リモコンの使い勝手がわるいと,い う結果が出た。 これらをまとめると,以 下である。

① 住宅設備や家具は,高 さや掃除のしやす さ,危 険性の回避が課題である。

② 情報家電は,リ モコンが使いにくいこと,機 能が多 く使いづらいこと,言 葉の難 しさ

が課題である

③ 家事家電は,掃 除などは機器メンテナンスがしにくいことや重い,操 作位置が高いな

ど家事動作時によるさらなる負担軽減が求められている。

といえる。

・日用品その他

化粧品 ・洗面用品(N100s)は,容 器が使いづ らい,成 分表示がわか りづらい,肌 への負担
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の心配,で ある。衣料品(N108s)は,メ ーカーによってサイズが異なる,適 切なサイズがな

い,ボ タンの使い勝手がわるい,食 器 ・什器(N65s)は,持 ちづらい ・滑 りやすい ・重い,

壊れやすい,洗 いづ らいなどがあげられている。文具 ・事務用品(N59s)は,握 りづ らい ・

持ちづらい,左 利き用の製品がない,握 力が必要なものがある。

その他の問題点(N75s)と して,違 法 ・路上駐車の問題,道 路の段差が多い,電 器製品全

般において機能が多すぎて使いこなせないなどがあげられる。これ らをまとめると,

① 日用品は,個 人の多様な要望に十分に対応できていない。

② その他,路 上駐車違反などのモラルの低下への課題が上げられている。

となっている。

2.UDの 積極推進 に向けての必要な取 り組み

「生活者からの今後のUD推 進へ期待すること」 としては,「安心 ・安全に対する意識改革」

という回答が最 も強い要望 として現れた。3位 の期待する取 り組み 「安全な公共施設 ・交通設

備等」4位 の 「安心住宅の供給」 も含めると安心 ・安全への期待は非常に高いものである(図

4参 照)。

また,「使 いやすい製品 ・設備供給」が次に高 く,引 き続き使いやすい製品への強い期待が

伺える。

一方,UD推 進にむけた意識改革や風土づ くりは,専 門家の輩出は勿論のこと,多 くの市民

を巻 き込んだ取 り組みが望まれている。「UD学 校教育」「福祉相談の仕組み」「UD専 門家育

成 」やUD製 品づ くりのための 「企業間を越えたUD開 発」などは,今 後の重要な課題である

といえる。

安心・安全に対する意識改革

簡単で使いやすい製品・設備供給

安全な公共施設・交通設備等

安心住宅の供給

人に優しい風土づくり

UD学 校教育

企業間を越えたUD開 発

簡単な福祉相談の仕組み

UD専 門家の育成

特にない

その他

図4UD推 進に必要な取組み
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さらに,特 別に必要な取 り組み事項(N66s)の 詳細を集約すると,①UD建 築家やUDデ

ザイナーをもっと教育 ・育成すべきである,② メーカー間の電気製品などの規格を統一する,

③製品開発に障害者や高齢者の意見をもっと取 り入れる,④ 地域社会におけるUD推 進の風土

づくりや意見交換を積極的にする,⑤UD教 育やUD意 識改革を子供の頃からはじめる,な ど

である。

3.UD教 育に求められること

今後のUD教 育に期待することとしては,ま ず第一番 目に高い要望は,「高齢者 ・障害者医

療の専門家の育成」である。後期高齢者層が増加する超高齢社会を迎えて,医 療や介護 ・福祉

といった分野の問題解決のための有能な人材教育が求められると考え られる。また,障 害者や

高齢者が安心 して 日常生活をおくるためには,「都市計画」や 「交通計画」に積極的にUD概

念を導入することが求められるし,「社会福祉施策」の専門家や介護 ・リハ ビリテーションと

いったより高度な専門家が求め られる(図5参 照)。

さらに,顕 著な意見として,特 定の障害者 ・高齢者に限らないUD教 育,人 間への思いや り,

人間としての優 しさの大切さの浸透,家 庭教育,社 会教育,学 校などはば広いUD教 育や身体

障害者 ・高齢者へのUD啓 蒙が大切という声がある。また,「 してもらう」のが当然という高

齢者 ・障害者の意識変革やUDと エコ(環 境共生)の 教育が必要ということもあがっている。

今後望まれるUD教 育研究のあるべき立場は,優 しい心を持った市民風土の醸成や,高 度な

UD専 門家の育成と考えることが出来る。

高齢者・障害者医療

都市計画

交通計画

社会福祉政策

介護・リハビリテーション

建築計画

製品開発

人間工学

地域特性

ボランティア活動

インテ1丿アデザイン

特にない

その他

図5求 められるUD教 育
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UD市 民意識の醸成としては,① 優 しい心を持 った市民風土の醸成 ②安全や安心な環境を

整備す る意識の高揚,③ 継続 して意識改革する市民の創造をあげることができる。

UD専 門家の育成としては,①UDを 具現化する建築家やデザイナーの育成 ②高齢者医療 ・

福祉の専門家の育成 ③企業間を超えてUDの 基準や規格をつくるコーディネーター,④ 企業

間を超えてUDの 基準や規格をつ くる専門家などが求められているといえる。

■最後 に

最後 に,伝 統文化と暮らしのUDと いう観点から京都から発信するUDを 考えてみる。 日本

(≒京都)の 美意識は長い歴史の中で受け継がれ,二 律背反 ・無理難題を美しく上品にスマー

トに解決 し続けてきた。2004国 際UD会 謬 でIAUD'° 戸田議長llの基調講演によれば,日 本

はす ぐれたUD発 想の思想を脈々と持ち続けてきたとして 「扇子」や 「風呂敷」の事例をあげ,

日本の伝統文化の中にUDの 真髄があることを発表し,多 くの共感を得たと聞いている。私 は

この 「扇子」にみられる 「京都のこころ」に次代のUDの 目指すべき方向性が見えると思 って

いる。「京都」のこころ=和 のこころ,具 体的には,「 ふるまい」のこころ,「 もてなし」のこ

ころ,「た くみ」のこころがある。「ふるまい」のこころとは一人ひとりが全体への責任感をも

ちその中で個を磨き,気 品と気概ある資質をつ くる 「もてな し」のこころとは自らと異なる文

化を受容 し,他 人への気遣いと優 しさを大切にしたこころもち調和の価値をつ くる 「た くみ」

のこころとは引き継いできた技と美に安住せず,先 端技術を取 り入れて新 しい生活様式や文化

の価値をつ くることである。

暮 らしのUD,生 活者のUDの 視点にたち,懸 命の努力で良化 してきている私たちの暮 らし

や生活環境をさらに世界に誇れるものにするためには 「京都」のこころ=和 のこころ,(「 ふ

るまい」のこころ,「 もてなし」のこころ,「た くみのこころ」)を 具体的に満たす,モ ノやコ

トに取 り組んでい くことが,本 調査でまだ不十分な生活者の要望をスマー トに解決する糸口と

考えている。

■調査票調査の概要

1.ア ンケート調査の目的

本研究では,今 後のUD推 進を目的に生活者のUDに 対する意識について現状を把握することを意図

した。調査は,最 近のUDの 認知度,使 いづらさなどについて,2005年9月 から10月にかけてインター

ネット調査を実施した。調査機関は,イ ンターネットプロバイザーPANASONICHI-HO系 調査会社

アイ・マーケティングアドバンス㈱を使用した。
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2.ア ンケー ト調査の実施

① 調査方法:イ ンターネ ットで公募(ア ンケー トサ イ ト 「A・round」 にて)

http://research.hi-ho.ne.jp/around/

② 調 査期間:2005年9月28日 ～10月11日

③ 調 査地域:日 本 全国

④ 調 査対象:10歳 代以上 の男女

⑤ 有 効サ ンプル数:2577s

⑥ 回答者 の平 均年 齢:37.8歳

⑦ 回答者 の男女比:男 性38。4%,女 性61.6%

⑧ 回答者 の年齢層:10歳 代=1.6%,20歳 代=18%,30歳 代=41.3%,40歳 代=27.2%,50歳 代=9.1

%,60歳 以上=2.8%

⑨ ア ンケー ト回答者 の個人情報 の取 り扱 いにつ いて:個 人名 を出 した り調査以外 の目的で使用 した り

しない ことを確約 してい る。

3.ア ンケー トの内容

① タイ トル ユニバーサルデザイ ンにつ いて のア ンケー ト

② 内容 ユニバーサルデザイ ンの言葉 の意味 を説 明 した上 で,下 記 の4つ の質問をお こな った。

Qt.あ なたは,上 記 のような 「ユ ニバーサルデザ イン」 という言葉を ご存知 で したか(ひ とつだけ)。

□ 「ユニバ ーサルデザイ ン」 のことは,言 葉 も考 え方 も以前 からよ く知 ってい る

□ 「ユニバ ーサル デザイ ン」 という言葉 を聞 いたこ とがあるが,考 え方はあま り知 らなか った

□ 「ユニバ ーサル デザイ ン」 という言葉を初 めて聞いた,考 え方 も全 く知 らなか った

Q2.EIご ろ生活す る上 で,ど のような製品 ・施設 ・設備 に使 いづ らさや不安を感 じていますか(い くつ

でも)。

※使 いづ らさや不安 を感 じているものに関 して は具体 的な内容 について もご記入 ください

□公共 の乗 り物(電 車 ・バ ス)

□公共 の建物(役 所 ・駅 ・病院)

□宿泊施設(ホ テル ・旅館)

囗遊戯施設(ス ポーツ施設 ・映画館 ・劇場)

口飲食店(レ ス トラ ン,フ ァー ス トフー ド店,居 酒屋)

□各種 自販機(ATM,CD,自 販機)

□自動車(自 家用車 。業務用 自動車)

ロ トイ レ ・バ ス ・シ ャワー

ロキ ッチ ン ・調理機具

□家具 ・寝具 ・ベ ッ ド
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口家庭用電話 ・ファ ックス

ロ携帯電話

ロテレ ビ

ロDVDレ コーダー ・ビデオ レコー ダー

ロパ ソ コン

ロ冷蔵庫

□掃除機

□洗濯機

ロエア コン,暖 房器

□化粧 品,洗 面用品

□衣料 品

□食器,什 器

□文具 ・事務用 品

口その他

□特 にない

Q3.ユ ニ バーサ ルデザ インの推進 に向 けて どのよ うな取 り組みが 必要だ とお考 えです か(い くつでも)。

□電車 ・バスなどで高齢者 ・障害者 ・妊婦な どに席を譲 る,ま ちで困 ってい るお年寄 りを見た ら自然

に声 をかけた りす る風土づ くり

□放置 自転車 や歩道 をふさ ぐ看板 などの障害物を置かない街づ くりや美化な ど自分 たちの環境 は 自分

たちで守る とい う意識づ くり

口誰 にで も簡単 で使 いやす い製品や設備が適切な価格で手に入れ ることでき ること

囗高齢者 や障害者 が安心 して 出か け られ る交通機関や駅,公 共施設や レス トランな どの整備 が整 うこ

と

□段差 や危険な箇所 の少な い高齢者,障 害者が安心 して暮 らせ る住宅が供給 される こと

□福祉 相談な ど困 っているこ とが あれば簡単 に相談 した りで きる仕組みがあ ること

□介護 や福祉,ユ ニバーサルデザイ ンの専門家を もっと多 く育成す ること

ロ学校 教育か らユニバーサルデザイ ンに関す る知識や考え方を教えて い くこと

□企業 間を越 えたユニバーサルデザイ ンの製品や システ ム開発を充実す ること

□その他

□特 にな い

Q4.あ なた は学校や社会教育 の場 で,ユ ニバーサルデザイ ン教育の充実が必要 と考えますか。必要 と考

える方 は,以 下 にあげる項 目のうちどのような科 目が必要で しょうか(い くつでも)。

□建築 計画 とユニバーサルデザイ ンに関す る分野
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□都 市 計 画 とユ ニ バ ーサ ル デザ イ ンに 関 す る分 野

□交 通 計 画 とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ンに 関す る分 野

□社 会 福 祉 政 策 とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ンに 関 す る分 野

□高 齢 者 ・障 害 者 医 療 とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に関 す る分 野

目介 護 ・リハ ビ リテ ー シ ョン とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ンに関 す る分 野

□製 品 開 発 とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ンに 関す る分 野

ロイ ンテ リア デ ザ イ ン とユ ニ バ ー サ ル デザ イ ン に関 す る分 野

□人 間 工 学 とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ンに 関す る分 野

ロボ ラ ンテ ィア 活動 とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ンに 関 す る分 野

□ 地 域特 性 とユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ンに 関す る分 野

□ そ の他

□ 特 にな い

(注)

1.ロ ナ ル ド ・L・ メ イ ス(RonaldL.Mace)工 業 デ ザ イ ナ ー,建 築 家 ノー ス カ ロ ラ イ ナ 大 学教 授 。9

歳 の とき わず らっ た小 児 麻 痺 に よ り,車 椅 子 を利 用 す るよ うに な り障害 を持 つ人 が あ らゆ る分 野 で 差

別 を受 け な い よ うす る デザ イ ン,ユ ニ バ ー サル デ ザ イ ンを提 唱 した。

2.バ リア フ リー(BarrierFree)年 齢 や能 力 に 関 わ りな く,全 て の生 活 者 に対 して 適 合 す るデ ザ イ ン。

1974年 国 連 障 害 者 生 活 環 境 専 門 会 議 の 「BarrierFreeDesign」 報 告 書 か ら建 築 用 語 と して登 場 。 現

在 は,物 理 的 ・心 理 的 ・社 会 的 な障 害 を 除 去 す る と い う意 味 で使 用 さ れ る。

3.UD7原 則

原 則1:だ れ で も公 平 に使 用 で き る こ と。(EquitableUse)

原 則2:使 う上 で 自 由度 が 高 い こ と。(FlexibilityinUse)

原 則3:使 い方 が 簡 単 です ぐにわ か る こ と。(SimpleandIntuitiveUse)

原 則4:必 要 な情 報 が す ぐに理 解 で き る こ と。(PerceptibleInformation)

原 則5:う っか り ミスや 危 険 につ な が らな いデ ザ イ ンで あ る こ と。(ToleranceforError)

原 則6:無 理 な 姿 勢 を と る こ とな く,少 な い力 で も楽 に使 用 で き る こ と。(LowPhysicalEffort)

原 則7:ア クセ ス(※)し や す いス ペ ー ス と大 き さ を確 保 す る こ と。

(SizeandSpaceforApproachandUse)

4.ノ ー マ ラ イゼ ー シ ョ ン(Normalization)障 害者 で あ ろ うと健 常 者 で あ ろ う と,同 じ条 件 で生 活 を送

る こ とが で き る成 熟 した 社 会 に改 善 して い こ う と い う営 みの す べ て を ノー マ ライ ゼ ー シ ョ ンと い い,

障 害 者 が 障 害 が あ りな が ら も,普 通 の市 民 と同 じ生 活 が で き る よ うな 環境 づ く りを 目指 す こと を い う。

5.イ ン クル ー シ ブ(lnclusive)「 い っ さい を 含 ん だ 」 と い う意 味 で,で き るだ け多 くの 人 が 使 え る よ う

な,い わ ば 「の け者 を 作 らな い 」 とい う意 味。 ユ ニ バ ー サル デ ザ イ ン と同義 語,欧 州 で は この言 葉 を

使 用 す る場 合 が 多 い 。
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6.み やこユニバーサルデザイ ン 京 都市は,長 い歴 史の中では ぐくまれてきた支え合 いの精神,芸 術 ・

技 術等 の多様かつ豊 富な蓄積 に,UDを 採 り入 れた社会 環境 の整備 を進 め,年 齢,性 別,国 籍,文 化,

心身の能力 といった人 々の様 々な特性 や違 いを超 えて,政 令指定都市 と して初 めて,「 京都市み やこ

ユニバーサルデザイ ン推進 条例」 を制定 し,平 成17年4月1日 か ら施行 している。

7.UDF(ユ ニバーサルデザイ ンフォー ラム)ユ ニバーサルデザイ ン(UD)に 関す る,理 解促進 と意

識高揚 を はか るための情報 交換 ・国際交流を行 い,新 商品開発 に向けての技術 向上 に寄与す るこ とを

目的に,1999年7月 に民間主導型の任意団体 として設 立 した。 具体 的活動 は,情 報 交流研究会 や,リ

サーチ活動,各 種 コーデ ィネー ト事業お よびUDFNEWS発 行 などの情報発信等 を行 って いる。

8.「 暮 ら しのデザ インに関す るアンケー ト」1,皿,皿,IV

■第1回 「暮 らしのデザイ ンに関す るア ンケー ト」

。調査 の名称 「商品デザイ ンに関す るア ンケー ト」1

・調 査 時 期1999年8月

・調 査 方 法 郵送調査(調 査会社名=日 経 リサー チ)

・調 査 地 域 首都圏

・サ ンプル数681s

・年 齢 内 訳10代10s=16 .7%,20代20s=13.5%,30代30s=15.7%,40代40s=13.5%,

40代40s19.4%,50代50s=13.8%,60代 以上Over60=20.9%

■第 皿回 「暮 らしのデザイ ンに関す るアンケー ト」

・調査 の名称 「暮 らしの中のデザ インに関す るアンケー ト」II

・調 査 時 期2001年7月

・調 査 方 法 郵送調査(調 査会社名=日 経 リサ ーチ)

・調 査 地 域 首都圏 および京 阪神

・サ ンプル数661s

■第 皿回 「暮 らしのデザイ ンに関す るア ンケー ト」

・調査 の名称 「暮 らしの中のデザ イ ンに関す るア ンケー ト」 皿

・調 査 時 期2002年6月

・調 査 方 法 郵送調査(調 査会社名=日 経 リサーチ)

・調 査 地 域 首都 圏および京 阪神

・サ ンプル数580s

■第IV回 「暮 らしのデザイ ンに関す るア ンケー ト」

・調 査の名称 「暮 らしの中のデザイ ンに関するア ンケー ト」IV

・調 査 時 期2004年3月 ～4月

・調 査 方 法 郵 送調査(調 査会社名=日 経 リサーチ)

・調 査 地 域 首 都圏および京 阪神

・サ ンプル数582s
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9.2004国 際UD会 議

2004年12月20日 リオデ ジャネイロで開催 された 「21世紀 のためのデザ イ ンIH,ユ ニ ヴァーサルデザイ

ンに関する国際会議」

10.IAUD国 際ユニ ヴァーサルデザイ ン協議会

ユニ ヴァー サルデザイ ンのさ らな る普及 と実現 を通 して,社 会 の健 全な発展 と くらし創 りを 目指す

NPO。 「国際ユニバ ーサル デザイ ン会議2002」 の理 念 と成 果を継承 して,2003年11月 に設立。2006

年2月,140社,7団 体,33名 が参加す る,国 内最 大のUD推 進 団体。

11.戸 田議長

国際 ユニヴ ァーサルデザ イ ン協議会評議員会議長 松下電器産業株式会社 代表取締役副社長
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